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Ⅰ 策定の背景

少子高齢化の進展や生産年齢人口の減少をはじめ、個人のライフプランや働き方の価値観の多様化、大規模災害・感染症などの新た

なリスクの顕在化、デジタル社会の進展、定年の段階的引き上げなど、社会状況は大きく変化しています。

こうした中、本県においては、複雑化・多様化する行政課題に対応していくため、職員一人ひとりが時代の変化に対応するとともに、

その能力や強みが最大限発揮されチームとして成果を挙げる組織づくりに向けた人材育成・確保の重要性がますます高まっています。

しかしながら、組織の中核を担う中堅職員が少なく若手職員が多いといった年齢構成の変化に対応した人材育成や、職員採用試験の

受験者数の減少や雇用の流動化が進展する中での人材確保が課題となっています。また、組織力の向上に向けて、職員一人ひとりがそ

れぞれの能力を発揮し活躍できるよう、やりがいの向上や健康で働きやすい職場環境づくりがますます重要になってきています。

そこで、「人こそが最大の経営資源である」との認識のもと、職員一人ひとりの能力を高めるとともに、県庁力の最大化を図るため、

現行の人材育成基本方針（平成28年３月最終改定）を改定し、「滋賀県職員人材育成・確保基本方針」(以下、「基本方針」という。)

として、人材育成・確保の基本的な方向性を示します。

滋賀県基本構想に掲げる滋賀の実現に向けて、職員向けアンケートにより把握した組織の現状と課題をもとに検討を行いながら、基

本方針のもと人材育成・確保に関する取組を総合的に進めていきます。

職員の年齢構成の変化

• 50歳代のベテラン層の職員数と、近年の採用数

増加により20歳代後半～30歳代の職員数が多い

一方で、主に採用数が少なかった頃に入庁した

40歳代の中堅層の職員数が少なくなっており、

特に係長など組織の中核を担う中堅職員や若手

職員の人材育成が重要となっています。

• 今後、育児期を迎える職員が主体的にキャリア

を形成し仕事と家庭の両立ができるよう、ワー

ク・ライフ・バランスの実現に向けた職場環境

づくりがますます求められます。
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滋賀県庁の存在意義(「何のために、誰のために、私達が今、滋賀県職員としてともに働いているのか」)について、職員間で改め

て議論し、「滋賀県職員の志(パーパス)」を策定しました。

パーパスとは、組織の存在意義を明確化し、社会に与える価値を示すものです。

職員一人ひとりが「何のために、誰のために」働いているのかを考え、自分自身が仕事をする上で大切にしている価値観とパーパ

スの重なる部分を見つけ出すことで、ワーク・エンゲージメント高く働くことができ、組織としての一体感も高まります。また、

パーパスを庁外に向けて発信することで、志を同じくする未来の担い手の確保にもつなげます。

策定したパーパスを念頭に置きながら、人材育成・確保に取り組んでいきます。

琵琶湖とくらしを守る。三方よしで笑顔を広げる。豊かな未来をともにつくる。

約１年間の議論を重ね、滋賀県職員の志(パーパス)を策定

• 策定にあたっては、県庁内で10回にわたるパーパス発掘ワークショップや知事と職員の座談会を開催し、職員一人ひとりの滋賀県への「愛着」や

仕事の「やりがい」、入庁時の「思い」などを共有しながら、意見交換を重ねました。

• そして職員や県民向けの共感度調査、幹部職員による意見交換を経て、令和６年２月に滋賀県職員の志(パーパス)として策定しました。

パーパス発掘ワークショップの様子

知事と職員の座談会の様子

✓ パーパスの策定にあたって、県民の
皆さんや職員が共感するポイントを
調査しました。

✓ 右の図は、回答のあった文章データ
を定量的・定性的に分析し、特徴的
な単語の重要度を文字の大小で表し
たものです。

県民共感度調査(ワード・クラウド分析)

Ⅱ 滋賀県職員の志(パーパス) 

コラム
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Ⅲ 目指す職員像

１ 目指す職員像

チャレンジ精神を持ち、滋賀に関わるすべての人とともに、未来を切り拓く行政のプロフェッショナル

滋賀を愛し、未来志向で果敢にチャレンジする職員２

将来にわたって豊かな滋賀を築くため、滋賀の強み等を深く理解し、発
信するとともに、幅広い視野を併せ持ち、安易に前例踏襲することなく、
柔軟な発想で困難な課題に果敢に挑戦する職員

対話を重ね、多様な主体と積極的に連携・協働する職員３

生活者の視点と現場からの発想を常に意識し、対話を重ね、共感を広げ
ることで、県民、市町、ＮＰＯ、企業、大学等の多様な主体と連携・協
働する職員

スピード感とコスト意識、効率化の視点を持って行動す
る職員

４

自らの役割と責任を自覚し、日頃からスピード感とコスト意識を持って
行動するとともに、効率化の視点を持って、デジタル技術も活用し不断
に業務の見直しに取り組む職員

主体的に行動し、成長し続ける職員５

社会情勢の変化に対応するため、自ら課題を発見し、解決に向け考え
行動するとともに、高い意欲を持って主体的に能力の向上やキャリア
形成に取り組み、成長し続ける職員

互いに研鑽し、育ち合い、組織力を高める職員６

組織の目標の実現に向けて、それぞれの能力や個性を最大限発揮する
とともに、互いに研鑽し、育ち合えるチームづくりにより、組織力を
高める職員

２ 目指す職員像の具体的な姿

滋賀県基本構想に掲げる滋賀の実現に向けて、

組織として目指す職員像を明確にし、全庁を挙げた人材育成・確保に取り組みます。

目指す職員像の実現に向けて、滋賀県職員に求められる能力と

行動例は別表のとおりです。

３ 職員に求められる能力 危機事案における全庁を挙げた対応

• 能登半島地震や新型コロナウイルス感染症対策

などの危機事案対応においては、目指す職員像

に掲げる行政のプロフェッショナルとしての

行動が求められます。

パーパスを意識して行動する職員１

「何のために、誰のために」働いているのかを常に考え、パーパスを
意識して行動する職員

コラム
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Ⅳ 取組の方向性

滋賀県職員人材育成・確保基本方針

人材育成

人材確保
職場環境
の整備

チャレンジ精神を持ち、滋賀に関わるすべての人とともに、未来を切り拓く行政のプロフェッショナル目指す職員像

３つの要素を柱と
した取組を総合的
に推進し、県庁力
を最大化

1. 滋賀県職員として働く魅力の発信

2. 採用試験制度の充実

3. 職場への定着支援

「人材育成」「人材確保」「職場環境の整備」の３つの要素を柱とした取組を総合的に推進し、

職員一人ひとりが生き生きとやりがいを持って働ける滋賀県庁を目指します。

1. 職場における人材育成(ＯＪＴ)

2. 若手・中堅職員の育ちの支援

3. 管理監督者のマネジメント力向上

4. 主体的なキャリア形成の支援

5. やりがいや達成感の向上

6. デジタル活用力の向上

1. 多様で柔軟な働き方の推進

2. 心と体の健康の維持・増進

3. 多様な職員が活躍できる働きやすい職
場づくり

4. 心理的安全性が確保された職場づくり

5. 業務の見直し・効率化の推進

6. 働きやすい庁舎とオフィス環境づくり
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１ 職場における人材育成 (Ｏ Ｊ Ｔ )

Ⅴ 人材育成

全ての職員が人材育成の重要性を認識し、目指す職員像の実現に向けて、職場における人材育成(ＯＪＴ)に積極的に取り組む組織

づくりを進めます。

• ＯＪＴにおいては、職員の能力向上を図りつつ仕事の成果につ

なげるため、日常のあらゆる機会と場を活用して、「３つの

“き”」を大切にしながら、職員の成長をサポートします。

成長に向けての「３つの“き”」２

目指す職員像の実現に向けて、人材育成に積極的に取り組む組織づくりと、
職員のキャリアアップやチャレンジを応援する人材育成に取り組みます。

• 全ての職員が人材育成においてそれぞれの立場と役割を認識し、

ＯＪＴに取り組みます。

• 係長等のリーダーシップのもと、チームワークによって仕事を

進め、組織の使命や目標を達成しながら人材育成に取り組みま

す。

• ＯＪＴの実践にあたっては、所属長、ＯＪＴ推進員、係長等が

連携を図りつつ、それぞれの立場で指導・アドバイスを行うと

ともに、所属が一体となってチャレンジしやすい雰囲気をつく

ります。

ＯＪＴの推進１

先輩職員と連携・協力し
日常的なOJTを実践

組織目標と人事評価制度の活用３

• 組織目標や人事評価制度を活用し、職員一人ひとりが組織の目

標を理解した上で個人目標を定め、ＰＤＣＡサイクルによる適

切な業務管理と効果的な人材育成に取り組みます。

• 評価者は、公正で客観的な評価を行い、職員の成長ややりがい

の向上につながる的確なフィードバックを行います。

• また、人事評価制度により職員の職務の遂行状況を把握し、職

員一人ひとりの能力が最大限発揮され、更なる資質・能力の向

上につながるよう人材育成のツールとして活用します。

職員の可能性を信じ、
それを伝える。そのこ
とが職員のやる気につ
ながる。

職員の成長につながるよ
うな機会を積極的に与え
る。そのことが職員の幅
広い経験につながる。

色々な工夫により、職員の
気づきを促す。そのことが
職員の自覚と次の行動に活
かされ、成長につながる。
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２ 若手 ・中堅職員の育ちの支援

未来の滋賀県庁を担う若手・中堅職員の成長意欲と能力、チーム力の向上を図るため、効果的なジョブローテーションや研修の充

実に取り組みます。

係長への早期登用３

• やる気と能力のある職員に早期からマネジメントを経験させる

ため、積極的に係長職への登用を行います。

中堅職員の専門性向上２

• 複雑化・高度化する行政課題に的確に対応できるよう、４～５

年程度を目安とした長めの人事ローテーションにより、専門性

に軸足を置いた人事配置を行います。

幅広い職務経験や機会を通じた育ちの支援１

• 若手職員が“やるべきこと・やらなければならないこと”に取

り組みつつ、“できること”を増やし、将来に向けて“成し遂

げたいこと”が描けるジョブローテーションを行います。

• 幅広い経験や豊かな知識を施策の推進に活かせるよう、省庁や

府県、市町、民間企業等へ派遣します。

事務職 ✓ 採用から概ね３か所目までの間は、２～３年程度を目安
に異なる職務や部局、本庁・地方機関相互等を経験でき
る人事配置を行います。

技術職 ✓ 職種に求められる専門性や現場経験等を培うため、職種
の特性を活かした人事配置を行うとともに、幅広い視野
や柔軟な発想力等を兼ね備えることができるよう、職種
間の人事交流にも取り組みます。

✓ 専門技術を段階的に獲得できるよう、ＯＪＴや外部研修
等を通じて、キャリアパスの獲得を支援します。

特定の業務に必要な専門研修

• 滋賀県庁では、新たに専門的な業務に携わることとなった職員が基礎

的な知識や技術を学ぶため、専門分野や職種に応じた研修を実施して

います。

• 新規採用職員をはじめ、初めての業務やキャリア形成に不安を抱える

職員が安心して業務に臨むことができるよう支援しています。

(税務分野)

✓ 新規税務職員研修

✓ 税目別新任担当者研修

(環境分野)

✓ 大気・水質実務研修

✓ 産業廃棄物収集運搬業務
新任者研修

(社会福祉分野)

✓ 社会福祉職員基礎研修

✓ 社会福祉職員現地研修

✓ 県内福祉施設現地研修

(農業分野)

✓ 新任者研修

✓ 農作業・販売体験研修

✓ 普及指導方法養成研修

✓ 専門別研修

このほか各部局・職場において、業務に必要な様々な研修を実施しています。

コラム

(林業分野)

✓ 林業職員新規採用者研修

✓ 治山技術研修

(農業土木分野)

✓ 初任者研修

✓ 設計書作成研修

✓ 工事監督研修

✓ 現場研修

(土木分野)

✓ 年次別必須研修

✓ 基礎研修(道路・河川など)

✓ 専門研修(環境・土木行政など)

✓ 情報化支援研修

✓ 現地研修
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研修 主な内容

基礎コース
(４月２日～10日、７月１日
計８日間)

仕事の基礎、パーパス、琵琶湖の歴史と政策、
福祉の歴史、接遇、行政ＤＸの推進、先輩職
員との交流、滋賀の魅力発見ワーク など

びわ湖の日活動、デジタル地域通貨「ビワ
コ」フィールドワーク など

フォローコース
(10月４日～11日 計３日間)

６か月を経て、キャリア形成、プレゼン、心
と体の健康づくり など

(令和６年度新規採用職員研修の実施例)

新規採用職員研修の充実４

• 滋賀県職員としての心構えを身に付け、その責任と誇りを自覚

するとともに、職務に必要な基礎的知識や技能の習得、グルー

プ活動を通して協調性・連帯感を養います。

• また、同期職員間の交流によるつながりづくりを大切にすると

ともに、現場感覚を身に付け滋賀への愛着を深めます。

チーム力向上研修６

• 所属や係の一員として、チームで仕事を進めていくための意識

や業務遂行力の向上を図るため、職階に応じた体系的な研修を

実施します。

研修 主な内容

主事・技師級３年目研修 「メンバーシップ」

チームで仕事をしているという「メン
バーシップ」の意識を学ぶ。

主任主事・主任技師級研修 「後輩指導」

後輩育成にあたっての考え方を学び、円
滑な人間関係を築くためのコミュニケー
ションスキルの向上を図る。

主査級研修 「フォロワーシップ」

係長のフォローや係員との橋渡し、後輩
指導等、チームの円滑な運営に資する
フォロワーシップに関する実務能力を身
に付ける。

主査級３年目研修 「リーダーシップ」

リーダーシップを養うために必要な関係
構築力や思考力、対話力の向上を図る。

(令和６年度チーム力向上研修の実施例)

実地研修の充実５

• 若手・中堅職員が地域の方との交流を通じて、滋賀県職員とし

ての自覚や仕事への意欲を高めるための実地研修を充実します。

令和６年度政策立案研修の様子

• 現地視察や演習など、計４日間に

わたる研修を実施し、地域課題を

分析した政策立案プロセスを実践

的に学びました。

コラム
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マネジメント力向上研修１

３ 管理監督者のマネジメント力向上

• 所属長や係長等を担う職員が、組織の目標達成に向けてチーム

や組織の力を最大限に発揮させるため、マネジメント能力の向

上に資する研修を実施します。

組織の目標達成に向けて、多様な職員が活躍できチームや組織の力を最大限に発揮させるため、管理監督者のマネジメント力向上

に向けた研修や支援に取り組みます。

上司へのマネジメント・フィードバック２

• 上司のマネジメント力について、部下職員の視点からフィード

バックを行い、上司が自らの強みや弱みについての「気づき」

を得ることで、マネジメント力の向上につなげます。

研修 主な内容

係長級研修 「部下コーチング」

ＯＪＴの実践者として、係長に求められる心
構えやコーチングスキルを学ぶ。

主幹級研修 「チームマネジメント」

業務効率を高め、適切な時間管理を行うタイ
ムマネジメントの考え方を学び、チームの生
産性の向上を図る。

課長補佐級研修 「組織マネジメント」

所属長等によるマネジメントを支援するため、
組織マネジメント力の向上を図る。

参事級研修 「ダイバーシティ、ハラスメント」

所属長や係長のマネジメントを支援するため、
ダイバーシティの視点のハラスメント防止に
関する知識を習得する。

課長級研修 「チームビルディング」

所属長として、人材育成を進めるための心構
えとチームビルディングについての理解を深
める。

(令和６年度マネジメント力向上研修の実施例)

学びの機会の充実３

• 管理監督者向けに新たな研修機会を確保するとともに、マネジ

メントやリーダーシップ、コミュニケーションなど個々の職員

の課題に応じたスキルの向上を図るため、ｅラーニング環境を

整備します。

• また取組を通して、心理的安全性の高い

働きやすい職場づくりやコミュニュケー

ションの活性化を図ります。
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ジョブチャレンジ制度１

４ 主体的なキャリア形成の支援

• 特定の業務や市町・民間企業等への派遣研修を希望する職員を

公募することで、職員の意欲向上と、チャレンジ精神を持って

仕事に取り組める人材の育成、組織の活性化を図ります。

• 前例にとらわれない新たな視点や柔軟な発想力等を活かし、意

欲を持ち能力のある職員を係長へ登用します。

職員が主体的にスキルアップに取り組み自らキャリア形成できるよう、 職員のチャレンジを応援する取組を推進します。

人を育てるキャリア形成支援２

• 毎年度、職員自己申告書を活用し、今後のキャリアや希望する

配属先・業務等について所属長に申告するとともに、キャリア

の振り返りと展望について、所属長と面談を行いキャリアの実

現をサポートします。

• 職員の成長やキャリア形成を支えるジョブローテーションや職

務分担を実施します。

ｅラーニング３

• デジタル化など社会の変化に対応した新たなスキルの獲得のた

めのリスキリング(学び直し)の機会を提供するとともに、職員

の業務遂行能力向上を図るため、ｅラーニングを実施します。

キャリア形成研修４

• 職員のキャリア形成の意識を醸成するため、体系的な研修を実

施します。

• 所属長を対象に、部下職員のキャリア形成支援や育児期のサ

ポートなどについて学ぶ研修を実施します。

職階 職場等 研修

管理職

課長補佐級

主幹級

係長級

主査級

主任主事・
主任技師級

主事・技師級

キ
ャ
リ
ア
の
振
り
返
り
と
面
談
を
通
じ
た

上
司
と
職
員
の
キ
ャ
リ
ア
展
望
の
共
有

キ
ャ
リ
ア
意
向
に
合
わ
せ
た
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

(

Ｏ
Ｊ
Ｔ
・
研
修
・
自
己
啓
発)

キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
え
る

ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
・
職
務
分
担

職員の伸ばしたい能力に
対応した選択型研修

新規採用職員研修
(フォローコース)
「キャリア形成」

(令和６年度キャリア形成・支援の取組)

主査級研修
「キャリアデザイン」

キャリア形成
支援研修

ｅラーニング

人材育成情報誌「石積み」

• 滋賀県庁では、職員の人材育成の機運を高めるため、月１回程度、

庁内向けに人材育成情報誌「石積み」を発行しています。

• 石積みでは、先輩職員のキャリアや職員として大切にしていること

などを紹介する記事のほか、県を退職する職員の経験や思いなどを

後輩職員に引き継いでいく

ための特別号として、「明日

への引継書」を発行していま

す。これからも職員の「思い」

を大切にした取組を進めてい

きます。

コラム



若手・新任 中堅 ベテラン 管理職

職階 主事・技師級
主任主事・
主任技師級

主査級 係長級 主幹級 課長補佐級 参事級 課長級 次長級 部長級

人事制度

研
修
制
度

ステップ
アップ研修
(職階別)

選択型研修
(スキルアッ

プ)

その他研修

求められる能力

企画・計画力

判断・執行力 判断・実行力 構想・判断力

指導力 指導力・リーダーシップ力 リーダーシップ・人材育成力

折衝・調整力

効率的業務運営力

協調性

知識・情報収集／取組姿勢

(事務職の例)

新採
研修

主事・技
師級３年
目研修

主任主事・主任技師
級研修

主査級
研修

主査級
３年目
研修

係長級
研修

主幹級研修
課長補佐級

研修
参事級研修

課長級
研修

トップセミナー

４～５年を基本に、専門性を蓄積
し豊富な経験を有する職員を養成
するジョブローテーション

毎年度、希望する配属先や業務等について申告し所属長等とキャリア面談

ジョブチャレンジ制度
✓ 特定の業務や市町等への派遣

所管業務以外の業務に従事できる制度
✓ 現在の配属先に在籍したまま、別の所属の業務にチャレンジ・応援

シニア職員研修

培った経験や適性に応じた配置

ジョブチャレンジ制度
✓ 早い段階で係長業務

を経験

２～３年を基本に、幅広い経験を積
むジョブローテーション

職員のキャリアマップ５

特定の分野で活躍

• 職員の主体的なキャリア開発や人材育成の参考となるよう、職

階ごとに特に求められる能力と人事・研修制度との関係をキャ

リアマップとして示します。

幅広い分野で活躍

10

ｅラーニング、ＤＸ、人権、キャリア形成、障害者雇用理解促進、ハラスメント防止、派遣研修、特定の業務に必要な専門研修(税務、福祉など)、部門研修、職場研修 など

チーム力の向上 マネジメント力の向上

実務スキルの習得、法務等の基礎知識の習得および政策形成能力の向上

ミスなく効率的な仕事術、仕事の「やりがい」、アサーティブコミュニケーション、ファシリテーション、行政法の基礎、政策形成、政策立案 など
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５ やりがいや達成感の向上

職員の意欲や能力を高めるひとづくりと活気ある組織づくりを実現するため、その原動力となる仕事の「やりがい」や「達成感」の

向上につながる取組を推進します。

処遇への適切な反映４

• 職員の意欲向上と一層の公務能率の推進を図るため、人事評価

の結果を昇給や勤勉手当等の処遇に適切に反映するとともに、

運用の在り方について常に検討・見直しを行います。

やりがいや達成感の向上につながるＯＪＴ１

• 上司は、職員のワーク・エンゲージメントの向上が組織力の向

上につながることを認識するとともに、部下職員が仕事の成果

や達成感、仕事を通じた成長を実感できるよう、成長に向けて

の「３つの“き”」を大切にしながら、ＯＪＴや面談等を行い

ます。

パーパスの実践に向けた取組３

• 全ての職員が滋賀県職員の志(パーパス)を実践できるよう、

パーパスの理解に向けた情報の発信や自分事として考える機会

の創出に取り組みます。

• パーパスが組織の文化として定着するように、所属等でパーパ

スについて対話する仕組みを構築します。

所管業務以外の業務に従事できる制度５

• 自己のスキルを活かしたり、興味のある分野の業務に携わった

りすることを通じたモチベーションアップや、新たな職員間の

つながりの創出を促すため、現在の配属先に在籍したまま、別

の所属の業務にチャレンジできる仕組みを設置・運用します。

やりがい向上につながる研修６

• 新規採用職員研修をはじめ、ｅラーニングや職員提案型研修な

ど、やりがい向上に資する研修を実施します。

研修 主な内容

新規採用職員研修
(基礎コース)

滋賀県庁に入庁した思いや志(パーパス)につ
いて考える。

新規採用職員研修
(フォローコース)

ワーク・エンゲージメントの向上に向けて、
働く上で大切にしたい価値観や、やりがいに
ついて考える。

ｅラーニング ｅラーニングを活用し、リスキリング(学び
直し)の機会を確保する。

仕事の「やりがい」研
修(選択型研修)

多様なキャリア観を知り、自分で自分を活か
し、生き生きと働く力を身に付ける。

パッと伝わる資料づく
り(選択型研修)

見やすい資料づくりについて学ぶ中で、県庁
の様々な職場を取材し、仕事の魅力ややりが
いを発見・発信する。

職員提案型研修 職員の主体的な学びの意欲に応え、職員提案
型の研修科目を実施する。

(令和６年度研修の実施例)

ロールモデルの設定支援２

• 人材育成情報誌「石積み」による先輩職員の紹介やメンター制

度により、職員のロールモデルの設定を支援することで、やり

がい向上につなげていきます。
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６ デジタル活用力の向上

デジタル変革に対応した行政の実現を目指し、全庁を挙げて更なるシステムの内製化やデジタル化の推進を図るため、デジタル人材
の育成に取り組みます。

(※)デジタル人材育成に向けた具体的な取組は、滋賀県ＤＸ推進戦略(Ｒ7.3改定)に基づく「滋賀県デジタル人材育成研修計画」において別で定めます。

求められるデジタル人材像１ デジタル人材の育成と活用２

デジタルスキルマップの活用３

• 職階や専門性に応じてどのようなデジタル知識やスキルが必
要かを明確化するため、デジタル人材像と役割を示します。

• 全ての職員がデジタル技術を積極的に活用できるよう研修等を

実施するとともに、ＤスキルとⅩスキルごとに高度化・専門化

を図り、ＤＸ推進リーダーおよびデジタル専門人材を育成しま

す。

• より高度な専門性を要するなど、県庁内だけでは育成・確保が

困難な分野においては、外部専門人材を活用するとともに、市

町支援等における必要な支援・相談体制を構築します。

• デジタルスキルマップを作成し、デジタル人材が有するスキル

レベルを可視化し把握することで、効果的なデジタル人材の育

成やキャリアアップにつながる取組を推進します。

(※)デジタル外部専門人材…専門的なセキュリティエンジニア・プログラマーなど、
より高度なスキルセットを備えた外部人材

区分 デジタル人材像

① 一般職員 ✓ 各所属においてデジタル技術を利活用して業
務を進められる人材。

② ＤＸ推進チャレン
ジャー

✓ 各所属においてデジタル技術の活用を主体的
に行い、業務の効率化や行政サービスの向上
を図るとともに、働き方改革にも資する人材。

③ ＤＸ推進リーダー ✓ デジタルツールの目利き・作成ができ、関係
者を巻き込みつつ業務変革を行える人材。
(＝Ⅹ(業務変革)スキルの発揮)

✓ 自ら使うだけでなく、人に教えることにより
マネジメントとして組織全体に影響を与える
ことができる人材。

④ デジタル専門人材 ✓ デジタルツールの活用や発注要件を整理でき
る人材。

✓ 各部局のＤＸの取組を主導し、デジタル人材
を支援できる人材。(＝Ｄ(デジタル)スキル
の発揮)

✓ 適正にシステム運用管理(事業者管理、プロ
ジェクト管理)ができる人材。



Ⅵ 人材確保

１ 滋賀県職員として働く魅力の発信

「選ばれる滋賀県庁」となるため、滋賀県庁の仕事内容やパーパス、滋賀県職員として働くことの魅力・やりがいが伝わるよう、効

果的な採用活動に取り組みます。

• 大学等での各種説明会や就職セミナーなど、あらゆる機会を通

じて滋賀県職員として働くことの魅力について発信します。

採用説明会やセミナーの開催２

• 職種ごとの仕事内容の紹介や若手・中堅職員による座談会など、

リアルな職員の声を聴くことができる機会を通じて、滋賀県庁

の魅力を伝えます。

• 先輩職員に仕事内容や職場の雰囲気などを気軽に尋ねたり不安

な点を相談したりできる個別相談を行います。

しごとガイダンスや個別相談の実施３

• 学生が滋賀県庁の仕事や職場の魅力を実感できるよう、イン

ターンシップや土木系職種の現場見学会を開催します。

インターンシップや現場見学会の開催４

• ホームページやＳＮＳなど様々なツールを活用し、外部からイ

メージしづらい滋賀県庁の仕事を子どもや若者にも分かりやす

く伝えます。

広報の充実１

滋賀県の豊かな未来をともに切り拓いていくため、多様な個性や能力、経験、
そして滋賀県への熱い思いを持った人材の確保に取り組みます。

新規採用職員のみなさんの考える魅力ある滋賀県庁

• 令和６年10月に実施した新規採用職員研修(フォローコース)では、「仕

事のやりがい」や「魅力ある滋賀県庁になるためにできること」などに

ついて職員間で話し合いました。

• 職員一人ひとりがやりがいを持って働ける県庁となるよう、若手職員の

声を組織運営に活かしていきます。

✓ チームワークや、周りへの思いやりを持ちたい
✓ 公正・公平を大事にしたい
✓ 経験や挑戦ができる環境に身を置きたい
✓ 業務の効率化は常に意識したい
✓ 仕事だけでなくプライベートも大切にしたい など

✓ 人のためになっていると実感したとき
✓ 自身の成長を実感できたとき
✓ 仕事の成果を実感できたとき
✓ 上司から仕事を任せてもらえたとき
✓ チームで協力して成果を上げたとき など

✓ 職員が生き生きと働いている
✓ 若手が挑戦できる環境をつくる
✓ 県庁の仕事内容やキャリアの見える化に取り組む
✓ 希望する仕事に就ける
✓ ワーク・ライフ・バランスを充実させる
✓ 多様な働き方ができる制度の充実と利用しやすい組織風土をつくる
✓ きれいなオフィス環境を目指す
✓ 処遇の改善 など

仕事をする上で大切にしたい価値観は？

仕事の中でどのようなことにやりがいを感じますか？

選ばれる魅力ある滋賀県庁になるためには？

13

コラム
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２ 採用試験制度の充実

様々な経験や知識・技能、専門性を有する多様な人材を確保するため、受験者のニーズ等も踏まえながら、試験制度の在り方を常に

検討し、見直していきます。

• より多くの方の民間企業等で培った知識や経験、柔軟な発想等

を県政に活かせるよう、経験者採用試験の受験資格(年齢要件)

を拡大します。

• 多様な人材が受験しやすいよう、希望の日程で受験でき、かつ

特別な公務員試験対策が不要な「ＳＰＩ(※)」による能力検査

を活用します。

(※)ＳＰＩ…リクルートマネジメントソリューションズが提供する適性検査

多様な試験の実施と受験資格の拡大１

• 民間企業への就職活動をされている方などが受験しやすいよう、

先行実施枠での試験を実施し、合格発表の時期を前倒しします。

• 多様な人材の確保につなげるため、随時年度途中に採用します。

試験実施時期の早期化と通年採用２

• 過去に滋賀県職員として在職した方を対象者に、再び職員とし

て採用する制度の対象の拡充を検討します。

キャリアリターン制度３

• 人材確保に向けて市町の状況を把握し、必要な助言や情報提供

などの支援を行います。

• 特に町単独では確保が困難な専門職種について、必要な人材確

保を支援するため、県の必要数を確保した上で町への派遣分を

追加して採用し派遣する仕組みを検討します。

市町専門人材の確保に係る支援４

職員採用試験の実施状況

• 試験制度の多様化を進めているものの、近年は採用予定人数が大きく増

加する一方で、受験者数は減少傾向にあり、特に技術系職種の低下傾向

が顕著となっています。

• 人材確保に向けて、試験制度の見直しに取り組むとともに、質の高い行

政サービスの持続的・安定的な提供や技術継承のため、計画的な採用を

行っていきます。
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• 先行実施枠(総合土木)
の新設
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３ 職場への定着支援

• 採用後、初めての人事異動により、異なる勤務地や業務分野で

の勤務を経験する職員に対して、職場の先輩職員が「２所属目

サポーター」として、新採サポーターと同様に支援します。

２所属目サポーター制度２

• 仕事と家庭の両立や将来のキャリアに向けた悩みや不安を抱え

る職員に対して、自身の職場以外の先輩職員が「メンター」と

なって、その解消に向け支援します。

メンター制度３

• 新卒者・転職者にかかわらず、全ての新規採用職員が安心して

働けるよう、採用後１年間、職場の先輩職員が「新採サポー

ター」となって、職場の基本的なルールや日常業務の進め方に

ついて相談を受けアドバイスします。

新採サポーター制度１ 採用後初めて異動となった職員のみなさんに、
「２所属目サポーター」についてインタビュー！

新規採用職員の悩みや不安に寄り添い、安心して働き続けられるよう、職場内の先輩職員を「サポーター」、職場外の先輩職員を

「メンター」に任命し、県庁全体で職場への定着を支援します。

• 全ての新規採用職員を対象にカウンセラーによる面談を実施し、

セルフケアについてのアドバイスや相談窓口の紹介等を行いま

す。

カウンセラーによる新規採用職員との面談４

コラム
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Ⅶ 職場環境の整備

誰もがワーク・ライフ・バランスを実現し、能力を発揮し活躍でき、
風通しがよく、お互いに支え合い、やりがいと意欲を持って働ける職場環境づくりに取り組みます。

１ 多様で柔軟な働き方の推進

職員一人ひとりがワーク・ライフ・バランスの実現を通じて成長していけるよう、多様で柔軟な働き方を推進します。

在宅勤務・サテライトオフィス・モバイルワーク制度１

• 在宅勤務やサテライトオフィス、モバイルワーク制度(テレ

ワーク)により、職員個人や職場の状況に応じた柔軟な働き方

を推進し、災害時等における行政機能の維持、業務の効率化を

図り行政サービスの向上につなげます。

副業(兼業)の促進３

• 地域における社会貢献活動等への積極的な参画を促すため、兼

業許可基準の明確化や事例紹介を行います。

時差出勤制度等２

• 職員の多様な働き方を支援する時差出勤制度を実施します。

• 週休３日制も含め、一層柔軟な働き方を可能とする勤務時間制

度の導入を検討します。

勤務区分 勤務時間

早出勤務

① 午前７時00分から午後３時45分まで

② 午前７時30分から午後４時15分まで

③ 午前８時00分から午後４時45分まで

(通常勤務) (午前８時30分から午後５時15分まで)

遅出勤務

④ 午前９時00分から午後５時45分まで

⑤ 午前９時30分から午後６時15分まで

⑥ 午前10時00分から午後６時45分まで

(時差出勤制度)

イクボス宣言４

• 知事を先頭に、全ての管理監督者が「イクボス宣言」を行い、

部下職員のワーク・ライフ・バランスを応援します。人事評価

制度における自身の取組項目の一つとして目標を設定すること

で、効果的な取組につなげます。
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代替職員の確保７

• 育児や介護等のために職員が休業する場合の業務体制の代替性

を確保するため、「ワーク・ライフ・バランス枠」として各部

局に増員を行い、体制を強化します。

• また、任期付職員登録試験の複数回実施や会計年度任用職員の

代替配置の柔軟化により、代替職員の配置充実に取り組みます。

男性職員の育児休業取得促進６

• 男性職員の主体的な家事・育児参画の促進のため、仕事と育児

の両立を応援します。

• 育児休業を取得しやすいよう、所属長(上司)が積極的に関与す

るとともに、全庁的な取得しやすい雰囲気の醸成を図ります。

男性職員の育児休業100％宣言

• 滋賀県庁では、知事が「男性職員の育児休業100％宣言」(令和４

年３月)を行い、県庁における全ての男性職員が育児休業を取得

できる取組を進めており、令和５年度は取得を希望した職員全員

が育児休業を取得しています。

• 育児休業の取得しやすい職場環境づくりに取り組み、「男性育休

の取得は当たり前」となる県庁を目指します。

所属長(上司)によ
る積極的関与・役
割強化

✓ 子の出生予定のある男性職員に対して、所属
長による「イクボス面談」を行い、出生前後
の休暇取得や育児休業の積極的な取得を働き
かけます。

✓ 職員が作成した育児休業等取得プランを元に、
所属内の業務再配分や引継方法などを本人と
話し合います。

全庁的な取得しや
すい雰囲気の醸成

✓ 育休を取得した職員本人の声や、職員が育休
取得中に所属として工夫したことなどを全庁
に情報発信します。
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※数値は、当該年度中に子が出生した職員数に占める育児休業取得者数

育児・介護等の休暇制度５

• 出産や育児、介護等の様々な事情を抱える職員がワーク・ライ

フ・バランスを実現できるよう、様々な休暇制度の取得・活用

を進めます。

コラム



18

２ 心と体の健康の維持 ・増進

職員一人ひとりが能力や個性を十分に発揮できるよう、職員の健康保持・推進に取り組みます。

勤務間インターバルの確保２

• 職員が十分な睡眠時間や生活時間を確保し、健康の維持・増進

とワーク・ライフ・バランスの実現を図るため、午後10時以降

の時間外勤務を原則として行わないこと、またやむを得ず午後

10時を超える時間まで時間外勤務を行う場合も遅出等勤務制度

の活用を通じて、勤務を終えてから次の勤務までの間に一定時

間以上の休息時間を確保します。また、休息時間を確保するこ

とで、生産性の高い働き方の実現を図ります。

メンタルヘルス対策４時間外勤務の縮減１

年次有給休暇等の取得促進３

• 業務の見直し・効率化に継続的に取り組むとともに、朝礼・終

礼等による職場内での情報共有や業務の進捗管理、管理監督者

による率先取得を行うことで、年次有給休暇を取得しやすい雰

囲気を醸成します。また、夏季休暇の計画的な取得を呼びかけ

ます。

• 職員が健康で生き生きとやりがいをもって働くことができるよ

う、時間外勤務命令の上限を遵守するための取組を進めます。

• 各所属等において、勤務時間を適正に把握し、業務分担の見直

しや応援体制の構築等の取組を着実に実施します。

• 全庁一丸となって業務の見直しに取り組むとともに、デジタル

技術を活用するなどして業務の効率化を図り、時間外勤務の縮

減につなげます。

• メンタルヘルスについての正しい理解や相談窓口の活用など、

職員がストレスに適切に対処できるセルフケア能力を高めるた

めの研修やストレスチェック等を実施します。

• 管理監督者を対象とした研修を実施し、部下職員への目配りや

声かけ、相談等のラインケアにより、メンタル不調の早期発

見・早期対応に取り組むとともに、ストレスチェックの集団分

析結果を活用した職場環境改善に取り組みます。

• 産業保健スタッフ(産業医、精神科医、カウンセラー、保健師)

による相談体制の充実に努めるとともに、相談窓口を周知し、

利用促進を図ります。
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年齢や性別、任用・勤務形態、障害の有無、性的指向・性自認などにかかわらず、多様な人材が活躍し生き生きと働ける職場づくり

を進めます。

シニア職員の活躍１

障害のある職員の活躍４

• 障害者活躍推進計画に基づき、障害者を対象とした採用を計画

的に実施します。

• 障害のある職員が職場に定着し活躍できるよう、障害特性に応

じた職務の選定や職場適応支援員による面談、障害のある職員

への理解促進のための研修を実施します。

女性職員の活躍２

• 組織の意思決定や施策・事業の立案等に多様な視点が活かせる

よう、女性職員の積極的な登用や幅広い業務経験を通じた人材

育成に取り組みます。 性の多様性を尊重する職場づくり５

• 「性の多様性について理解を深め、行動するための職員向けガ

イドライン」に基づき、職員が性の多様性に関してより理解を

深め、適切に行動できる職場づくりを進めます。

会計年度任用職員の活躍３

• 業務に必要な基礎的知識を習得するための研修や職場でのＯＪ

Ｔにより、組織の一員として期待される能力を発揮できる職場

づくりに取り組みます。

３ 多様な職員が活躍できる働きやすい職場づくり

• 61歳以上のシニア職員が、多様で豊富な知識や業務経験を活か

すとともに、技術等の伝承や後進の育成・フォローの役割を担

えるよう、これまでの経験や意向等を踏まえた人事配置を行い

ます。

• デジタル技術をはじめリスキリングの機会を提供するとともに、

期待される役割の理解や意識の醸成を図るための研修を実施し

ます。

ハラスメント防止対策１

４ 心理的安全性が確保された職場づくり

コミュニケーションの活性化とチーム力の強化２

• 職員や職場間のコミュニケーションの活性化や体系的なチーム

力向上のための研修を実施し、チーム力の強化を図ります。

• 人はミスをしてしまうものという前提に立ち、組織としてミス

を生まないような職場環境や仕組みづくりを行います。

• 突発的な業務への対応など、チームへの貢献について、人事評

価制度において適切に評価します。

職員一人ひとりの持つ能力や強みが最大限発揮されるよう、心理的安全性が確保され、安心して挑戦できる職場づくりを進めます。

• 風通しがよく、働きやすい職場環境づくりを進めるため、各種

ハラスメントの未然防止に向けて指針や相談窓口の周知・啓発

に取り組むとともに、全ての職員がハラスメントに関する基本

的理解を深めるための研修等を実施します。

• 上司へのマネジメント・フィードバックにおいて、ハラスメン

トに関する項目を設け、上司の気づきにつなげます。
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５ 業務の見直し ・効率化の推進

知事をはじめ管理監督者のリーダーシップのもと、全庁でデジタル技術を積極的に活用しながら業務の見直し・効率化に取り組み、

県民サービスの向上と職員のワーク・ライフ・バランスの実現につなげます。

不断に見直す組織風土の形成１

• 業務の見直し・効率化に関する事項を、各所属の組織目標に位

置付けて取組を進めます。また、人事評価における個人目標に

当該取組事項を位置付けることで、担当職員の業績が正当に評

価される仕組みを継続的に運用します。

• 上司へのマネジメントフィードバックの項目として、業務の見

直し・効率化への対応を位置付け、リーダーシップの発揮を促

します。

• 組織的な機運の醸成と優れた事例の全庁展開を図るため、顕著

な成果のあった所属に対して表彰を行います。また、庁内から

施策・改善提案を募集し、風通しがよく、職員の柔軟な発想を

積極的に活かすことができる組織風土を醸成します。

デジタル技術の積極的な活用２

• デジタル技術の積極的な活用に向けた研修(マインドセット、

デジタルツール操作等)の実施や外部の専門人材による相談会

(課題や方向性の整理、アプリ作成等)を設けることにより、業

務の見直し・効率化を促進します。

• デジタル技術を活用した見直し事例の庁内発信やＤＸ推進チャ

レンジャーの情報共有の場を設けて、職員の取組を支援します。

６ 働きやすい庁舎とオフィス環境づくり

個人・組織の力を最大限に引き出すため、誰もが働きやすく魅力ある県庁舎等のあり方検討とオフィス環境づくりを進めます。

ペーパーレス・ペーパーストックレスの取組促進２

• ペーパーレス・ペーパーストックレスの取組を推進することで、

紙を前提とした働き方から脱却し、多様な働き方に柔軟に対応

するとともに、狭隘化した執務室にスペースを生み出します。

県庁舎等のあり方検討１

• 誰もが働きやすく魅力ある県庁舎等のあり方検討を進めるとと

もに、コミュニケーションの活性化や職員一人ひとりの能力の

発揮、業務能率の向上等を図るため、個人・組織の力を最大限

に引き出す最適なオフィス環境のあり方を検討します。



Ⅷ 推進体制

人材育成・職場環境の整備の着実な推進を図るため、人材育成に関わる各主体が

それぞれの役割と責務を十分認識し、相互に連携しながら人材育成に取り組みます。

• 人材育成の前提として、職員一人ひとりが県民の奉仕者として

高い倫理観と使命感、責任感を持って、誠実かつ公正に職務を

遂行するとともに、パーパスを意識しながら、目指す職員像の

実現に向けて積極的に能力開発に取り組む必要があります。

• また、人材育成は、管理監督者や人材育成の企画・推進担当部

門だけが行うものではなく、全ての職員がそれぞれの立場で積

極的に関与していくことが求められます。

• 風通しがよく、互いに支え合い、やりがいを持って働ける職場

環境づくりを担う一員として、職員間のコミュニケーションの

促進に努め、組織力の向上に取り組む必要があります。

• 所属長やＯＪＴ推進員、係長等の管理監督者は、自ら模範を示

し自己研鑽に努めるとともに、部下職員の業務の進捗や能力開

発の現状と可能性を把握し、３つの“き”を大切にしながら、

ＯＪＴの実施や研修による意識付けを行うなど、人材育成にお

いて重要な役割を果たすことが求められます。

• また、コミュニケーションの活性化やチャレンジを応援する雰

囲気づくりなど、心理的安全性が確保された風通しのよい職場

環境づくりに取り組む必要があります。

全職員
１

管理監督者２

• 人事課は、人材育成の基本的方向を示すとともに、人事制度等

の運用を通じて、人材育成の取組全体の企画・調整を行います。

• 政策研修センターは、人材育成の専門機関として、職員に求め

られる能力の養成を図り、主体的な能力開発への意識付けや支

援を行うため、適切な体系の下で効率的、効果的に職員研修を

実施するとともに、ＯＪＴの取組を支援します。

• 各部局は、部門研修や各分野の専門的な業務研修の実施等を通

じて、部局固有の専門的な能力の開発や技術等の伝承、組織の

活性化に向けた取組を進めます。

人材育成の企画・推進担当部門３

１ 人材育成に関わる各主体の役割と責務

21
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２ 総合的な取組の推進

人材育成を推進するに当たっては、職場における人材育成(ＯＪＴ)を柱の中心に位置づけ、主体的な学び、職場外研修および人事
制度の各柱を総合的に組み合わせた取組を進める必要があります。

また、知事のリーダーシップのもと、健康経営・人材育成推進委員会(各部局次長等で構成)等を通じて、部局等の相互の連携を図
り、人材育成に係る取組を総合的に推進します。

滋賀県行政経営改革委員会(R6.7.14)での主な意見

• 滋賀県行政経営改革委員会(行政改革その他の経営的視点に立った行政

運営について調査審議する附属機関)において、基本方針の改定にあた

り委員の皆さんに意見交換をいただきましたので、その中のいくつか

を紹介します。

• これらを踏まえ、県庁力の最大化に向けて、人材育成・確保に関する

取組を推進していきます。

✓ 働きやすさにフォーカスした取組はたくさんあるが、働きがいのための

ものはあまりないので考えないといけない。

✓ ＤＸ推進や業務改革をしっかり進めないと、抜本的なコストの削減や生

産性の向上にはつながらない。

✓ 職員の価値観や能力が、県庁における組織の価値観や職務に要求されて

いる能力とうまくマッチしているかということが重要。

✓ 採用が厳しい中で、いかに退職者数を減らすか、やむを得ない事情で退

職される職員に何とか復帰してもらえないか、辞めずに働き続けること

ができないか、働き方の工夫で人材の流出を防げる。

✓ 安定して地元に根付いた仕事にチャレンジできることはすごく魅力的だ

と思うので、県庁組織としてもっとＵターン採用を打ち出したらよい。

✓ 家族構成が変化する中、育児だけでなく介護を理由に30～40代で働き方

を変えざるを得ない人が増えている。特に災害時はマンパワーが足りな

くなるので、職員を支える仕組みや体制づくりなど、家族のケアに踏み

込んでいただきたい。

✓ これからは働き方の多様性も必要で、柔軟な勤務形態が広がるとよい。

職場環境の整備について

総合的な人材育成の取組

目指す職員像の実現

主体的な
学び

人事制度

職場外研修

職場における
人材育成(OJT)職員の意識付け

学びの支援

管理監督者の意識付け
成果の活用

実施部門との連携
成果の活用

相互連携

職員の意識付け
成果の活用

機会の提供
学びの支援

政策研修センター
人事課(派遣研修)
各部局(部門研修)

職場

人事課職員

コラム

人材確保について

人材育成について
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(別表)求められる能力と行動例

・上位の目標や方針、自組織の使命を踏まえ、所管する事務の将来的なビジョンや
向かうべき方向性を整理して、目標を設定している。

・上位の目標や方針、自組織の使命を踏まえ、担当職務に関する課題の解決に向け
た目標を設定している。

・幅広い視点から柔軟に思考し、使命や目標の達成に向けて、効果的な手段、方策
を組み立てている。

・柔軟な発想で、課題の解決に向けた適切な施策を企画し、まとめている。

・既存施策の効果等を検証し、効果の低い施策を見直すなど、改善策をまとめてい
る。

・担当職務の課題を明らかにし、具体的な改善策を立案し、まとめている。

・所管する行政分野を取り巻く状況や近い将来発生しうるリスクを把握し、全体や
先々のことを考慮した現実的な判断を行っている。

・社会経済情勢の変化や県政全般の動き、担当職務の現状を的確に把握し、幅広い
視野から状況に合った判断をしている。

・組織の方針や上司の意向を踏まえて、時期を逸することなく、自律的に判断を
行っている。

・組織の方針や上司の指示に沿って、時機を逸することなく迅速、的確に判断を
行っている。

・重要な課題の解決にあたり、自ら現場に出かけたり、利害関係者と直接折衝する
など状況に応じた積極的な行動をとっている。

・目標の達成や懸案事項の解決に向け、主体的かつ機敏に行動している。

・組織の方針や目標を職員に浸透させ、目標達成に向けて的確な進行管理を行うと
ともに、職員の状況を踏まえた適切な職務分担を行い、職員の力を効果的に引き出
している。

・必要な知識・技術の習得や情報収集を行い、職務に活用している。

・職員の能力や個性をよく把握し、係長等と連携して、今後の育成の方向を考えた
人材育成を行うとともに、女性職員活躍のための取組を行っている。

・習得した知識・技術や収集した情報を、上司や同僚に提供するなどして、共有し
ている。

・職員との対話を心がけ、主体的な取組を引き出すとともに、職員の状況をよく把
握し、係長等と連携して適切な指導を行い、風通しのよい職場づくりを行ってい
る。

・職務に関連する新しい知識・技術の習得、情報収集など、能力向上のため、積極
的に自己啓発に取り組んでいる。

・自分の考えや組織の方針を立場や利害が異なる相手方に対し、わかりやすく、説
得力をもって説明し、納得させている。

・組織の方針や目標、上司の指示を職員に浸透させるとともに、職務の進捗状況を
管理し、目標達成に向けてリーダーシップを発揮している。

・庁内外に人的ネットワークを築き、効果的に職務に活用している。
・率先垂範するとともに、職員の能力や個性をよく把握し、職員に適した方法で意
欲や能力を引き出し、適切なＯＪＴを行っている。

・議会や外部の関係者や関係団体と信頼関係を築き、円滑に職務を遂行している。
・意思疎通を図って職員の状況をよく把握し、服務や健康面で適切な指導を行い、
明るく一体感のある風通しのよい職場づくりを行っている。

・仕事の進め方の見直しなど、コスト意識を持った効率的な業務運営や時間外の縮
減に取り組んでいる。

・自分の考えや組織の方針を組織内外の関係者に対し、わかりやすく説得力をもっ
て説明し伝えている。

・施策や事業の計画段階から必要な根回し、調整を行っている。

・相手の話をよく聞き、誠実な態度で、粘り強く説得、調整を行っている。

・仕事の進め方の見直しなど、コスト意識を持った効率的な業務運営や時間外の縮
減に取り組んでいる。

・県民の奉仕者としての自覚と高い使命感を持ち、コンプライアンス意識の向上に
努めている。

・積極的に現場に出かけたり、県民の生の声を聴くなど、生活者の視点と現場から
の発想を意識した職務遂行に努めている。

・自己の職責を自覚し、責任を回避することなく粘り強く最後までやり遂げようと
努力をしている。

取
組
姿
勢

滋賀県職員としての自覚と誇りを持って真摯に職務に取り組む能力

行
動
例

効
率
的
業
務
運
営
力

効率的な業務運営を行う能力

行
動
例 ・職員のワーク･ライフ･バランス推進に資する良好な職場環境づくりに努め、特定

の職員への業務の偏りを防止し、必要に応じて業務分担の見直し等も行っている。

効
率
的
業
務
運
営
力

効率的な業務運営を行う能力

行
動
例

行
動
例 ・職員のワーク･ライフ･バランス推進に資する良好な職場環境づくりに努め、特定

の職員への業務の偏りを防止し、必要に応じて業務分担の見直し等も行っている。

折
衝
・
調
整
力

自分の考えをわかりやすく相手に伝え、説得し、納得させる能力

折
衝
・
調
整
力

自分の考えをわかりやすく相手に伝え、説得し、納得させる能力

行
動
例

行
動
例

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
・

人
材
育
成
力

リーダーシップを発揮して組織をまとめ、その職員に適した方法で資質を向上させ、
組織の総合力を高めていく能力

行
動
例

行
動
例

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
・

人
材
育
成
力

リーダーシップを発揮して組織をまとめるとともに、職員に適した方法で資質を向上
させ、組織の総合力を高めていく能力

状況を把握し、問題の本質を捉え、適時適切に対応するとともに、使命や目標の達成
に向けて積極的に行動する能力

折
衝
・
調
整
力

所管行政について適切に説明を行
うとともに、組織方針の実現に向
けて困難な調整を行い、合意を形
成できる能力

折
衝
・
調
整
力

所管行政について適切に説明を行
うとともに、組織方針の実現に向
けて困難な調整を行い、合意を形
成できる能力

知
識
・
情
報
収
集

職務に必要な知識・技術の習得、情報収集およびそれらの活用に係る能力

行
動
例

行
動
例

判
断
・
実
行
力

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
・

人
材
育
成
力

部下との対話を心がけながら、
リーダーシップを発揮して効果
的、効率的な組織経営の実現に向
けて部下の資質を向上させる能力

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
・

人
材
育
成
力

部下との対話を心がけながら、
リーダーシップを発揮して効果
的、効率的な組織経営を実現する
とともに、部下の資質を向上させ
る能力

判
断
・
実
行
力

状況を把握し、問題の本質を捉え、適時適切に対応するとともに、使命や目標の達成
に向けて積極的に行動する能力

行
動
例

行
動
例

判
断
・
実
行
力

次長およびその相当職
（次長級）

部長およびその相当職
（部長級）

企
画
・
計
画
力

使命や目標の達成に向けて効果的な手段、方法を見出し、段取りを組み立てる能力

企
画
・
計
画
力

使命や目標の達成に向けて効果的な手段、方法を見出し、段取りを組み立てる能力

課長補佐およびその相当職
（課長補佐級・主幹級）

課長およびその相当職
（課長級・参事級）

状況を把握し、問題の本質を捉
え、適時適切に対応するととも
に、使命や目標の達成に向けて積
極的に行動する能力

構
想
・
判
断
力

所管行政を取り巻く状況を的確に
把握し、県民の視点に立って行政
課題に対応するための方針を示す
とともに、適時、適切に判断する
能力
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・上位の目標や方針、自組織の使命を踏まえ、担当職務に関する課題の解決に向け
た目標を設定している。

・適切な段取り、手順を組み立て、計画的に職務を遂行している。 ・組織の方針や上司の指示を正しく理解し、適切に判断を行っている。

・柔軟な発想で、課題の解決に向けた適切な施策を企画している。 ・柔軟な発想で、課題の解決に向けた適切な施策を企画している。 ・上司や同僚に対し、タイミング良く報告、連絡、相談を行っている。

・担当職務の課題を明らかにし、具体的な改善策を立案している。 ・担当職務の課題を明らかにし、具体的な改善策を立案している。 ・上司の指示や支援を受け、担当職務を正確かつ期限内に能率よく遂行している。

・社会経済情勢の変化や県政全般の動き、担当職務の現状を的確に把握し、適切に
対応している。

・組織の方針や上司の指示を正しく理解するとともに担当職務の現状を把握し、適
切に判断を行っている。

・必要な知識・技術の習得を行い、職務に活用している。

・組織の方針や上司の指示に沿って、時機を逸することなく迅速、的確に行動して
いる。

・上司や同僚に対し、タイミング良く報告、連絡、相談を行っている。 ・習得した知識・技術を、上司や同僚に提供するなどして、共有している。

・目標の達成や懸案事項の解決に向け、主体的に行動している。 ・上司の指示や支援を受け、担当職務を正確かつ期限内に能率よく遂行している。
・職務に関連する新しい知識・技術の習得など、能力向上のため、積極的に自己啓
発に取り組んでいる。

・必要な知識・技術の習得や情報収集を行い、職務に活用している。 ・必要な知識・技術の習得や情報収集を行い、職務に活用している。
・上司や同僚と意思疎通を図り、互いに協力しあって、チームワークによる業務遂
行に努めている。

・習得した知識・技術や収集した情報を、上司や同僚に提供するなどして、共有し
ている。

・習得した知識・技術や収集した情報を、上司や同僚に提供するなどして、共有し
ている。

・職務に関連する新しい知識・技術の習得、情報収集など、能力向上のため、積極
的に自己啓発に取り組んでいる。

・職務に関連する新しい知識・技術の習得、情報収集など、能力向上のため、積極
的に自己啓発に取り組んでいる。

・自分の考えや組織の方針を組織内外の関係者に対し、わかりやすく説得力をもっ
て説明し伝えている。

・自分の考えや担当職務について、簡潔な言葉でわかりやすく説明している。
・県民の奉仕者としての自覚と高い使命感を持ち、コンプライアンス意識の向上に
努めている。

・施策や事業の計画段階から必要な根回し、調整を行っている。 ・相手方の立場や考えを理解し、状況に応じた適切かつ迅速な応対をしている。
・仕事の進め方の見直しやコスト意識を持って業務改善に取り組むなど、効率的な
業務遂行に努めている。

・相手の話をよく聞き、誠実な態度で、粘り強く説得、調整を行っている。 ・相手の話をよく聞き、誠実な態度で対応している。
・自己の職責を自覚し、責任を回避することなく粘り強く最後までやり遂げようと
努力をしている。

・上司や同僚と意思疎通を図り、互いに協力しあって、チームワークによる業務遂
行に努めている。

・上司や同僚と意思疎通を図り、互いに協力しあって、チームワークによる業務遂
行に努めている。

・庁内の関係セクションとの連携を図り、互いに協力し合って職務を遂行してい
る。

・庁内の関係セクションとの連携を図り、互いに協力し合って職務を遂行してい
る。

・必要に応じ、担当職務以外でも同僚と助け合うなど積極的な協力・支援を行って
いる。

・必要に応じ、担当職務以外でも同僚と助け合うなど積極的な協力・支援を行って
いる。

・組織の方針や目標、上司の指示を職員に浸透させるとともに、職務の進捗状況を
管理し、目標達成に向けてリーダーシップを発揮している。

・率先垂範して職務に取り組むとともに、後輩職員に対して指導や助言を行ってい
る。

・率先垂範して職務に取り組むとともに、後輩職員に対して指導や助言を行ってい
る。

・日頃から後輩職員とのコミュニケーションを図り、相談しやすい雰囲気づくりに
努めている。

・県民の奉仕者としての自覚と高い使命感を持ち、コンプライアンス意識の向上に
努めている。

・県民の奉仕者としての自覚と高い使命感を持ち、コンプライアンス意識の向上に
努めている。

・仕事の進め方の見直しやコスト意識を持って業務改善に取り組むなど、効率的な
業務遂行に努めている。

・仕事の進め方の見直しやコスト意識を持って業務改善に取り組むなど、効率的な
業務遂行に努めている。

・積極的に現場に出かけたり、県民の生の声を聴くなど、生活者の視点と現場から
の発想を意識した職務遂行に努めている。

・積極的に現場に出かけたり、県民の生の声を聴くなど、生活者の視点と現場から
の発想を意識した職務遂行に努めている。

・上司を補佐するなど、自己の職責を自覚し、責任を回避することなく粘り強く最
後までやり遂げようと努力をしている。

・自己の職責を自覚し、責任を回避することなく粘り強く最後までやり遂げようと
努力をしている。

取
組
姿
勢

行
動
例

行
動
例

取
組
姿
勢

技能労務職

企
画
・
計
画
力

使命や目標の達成に向けて効果的な手段、方法を見出し、段取りを組み立てる能力

企
画
・
計
画
力

使命や目標の達成に向けて効果的な手段、方法を見出し、段取りを組み立てる能力

主事、技師およびその相当職
（主任主事・主任技師級、主事・技師級）

係長およびその相当職
（係長級・主査級）

業
務
遂
行
力

状況を把握し、適時適切に対応するとともに、職務を正確かつ迅速に遂行する能力

行
動
例

行
動
例

行
動
例

判
断
・
執
行
力

状況を把握し、問題の本質を捉え、適時適切に対応するとともに、職務を正確かつ迅
速に遂行する能力

判
断
・
実
行
力

状況を把握し、問題の本質を捉え、適時適切に対応するとともに、使命や目標の達成
に向けて積極的に行動する能力

知
識
・
技
能

職務に必要な知識・技術の習得に係る能力

行
動
例

行
動
例

行
動
例

知
識
・
情
報
収
集

職務に必要な知識・技術の習得、情報収集およびそれらの活用に係る能力

知
識
・
情
報
収
集

職務に必要な知識・技術の習得、情報収集およびそれらの活用に係る能力

協
調
性

他の職員とともに目標の達成に取り組んでいこうとする能力

行
動
例

行
動
例

行
動
例

・必要に応じ、担当職務以外でも同僚と助け合うなど積極的な協力・支援を行って
いる。

取
組
姿
勢

滋賀県職員としての自覚と誇りを持って真摯に職務に取り組む能力

行
動
例

行
動
例

行
動
例

折
衝
・
調
整
力

自分の考えをわかりやすく相手に伝え、説得し、納得させる能力

折
衝
・
調
整
力

自分の考えをわかりやすく相手に伝え、説得し、納得させる能力

行
動
例

行
動
例

協
調
性

他の職員とともに目標の達成に取り組んでいこうとする能力

協
調
性

他の職員とともに目標の達成に取り組んでいこうとする能力

滋賀県職員としての自覚と誇りを持って真摯に職務に取り組む能力滋賀県職員としての自覚と誇りを持って真摯に職務に取り組む能力

指
導
力

自分の知識や経験に基づき、後輩に対して業務の説明や具体的なアドバイスができる
能力

指
導
力
・

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ

リーダーシップを発揮して組織をまとめるとともに、自分の知識や経験に基づき、後
輩に対して業務の説明や具体的なアドバイスができる能力

行
動
例

行
動
例 ・日頃から後輩職員とのコミュニケーションを図り、相談しやすい雰囲気づくりに

努めている。


